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地域包括ケアを支える看看連携を円滑にする体制の構築に関する研究 
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地域包括ケアシステムの推進に当たっては、看護と看護の連携（以下、看看連携）の促進が重要と

考えられる。本研究では、特に基幹病院を主軸とした看看連携体制の構築に関するガイドラインを

策定し、その普及策を講じることにより、地域の看護の質向上を目指すことを目的とした。昨年度

作成したガイドライン案を用いて、今年度は、看看連携について関心を持つ地域の基幹病院や行政

職員等を対象としたワークショップを行った。最終的に「病院看護管理者のための看看連携体制の

構築に向けた手引き―地域包括ケアを実現するために―」を完成し、公開の運びとした。 

また、合わせて、特定行為研修が看護師の実践能力向上に寄与している要素を明らかにすること

により、基礎教育及び特定行為研修を含む継続教育における看護師の実践能力向上の方略を検討す

ることを目的とし、文献検討を行うとともに、指定研修機関において研修指導にあたる看護職、医

師及び研修修了者、計 15 名を対象に半構造化面接を実施し、分析を行った。看護実践能力の向上の

要因として、クリティカルシンキング等との関連が示された。ヒアリング内容の分析から、看護実

践能力向上の観点から見た特定行為研修について 6 つのコアカテゴリーが示された。この結果は特

定行為研修の基礎教育及び継続教育での活用方策を検討するための一助となる。 
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地域包括ケアシステムの推進に当たっては、看

護と看護の連携（以下、看看連携）の促進が重要

と考えられる。本研究では、特に基幹病院を主軸

とした看看連携体制の構築に関するガイドライ

ンを策定し、その普及策を講じることにより、地

域の看護の質向上を目指すことを目的とした。昨

年度は先進的な取り組みを実施している 5 地域

でヒアリングを行い、看看連携体制の構築プロセ

スおよび体制の維持等に関して具体的な内容を

把握した。これらを踏まえて作成したガイドライ

ン案を用いて、今年度は、看看連携について関心

を持つ地域の基幹病院や行政職員等を対象とし

たワークショップを行い、看看連携ガイドライン

の精錬を行った。最終的に「病院看護管理者のた

めの看看連携体制の構築に向けた手引き―地域

包括ケアを実現するために―」を完成し、公開の

運びとした。 

 また、合わせて、特定行為研修が看護師の実

践能力向上に寄与している要素を明らかにする

ことにより、基礎教育及び特定行為研修を含む

継続教育における看護師の実践能力向上の方略

を検討することを目的に、特定行為研修及び看

護実践能力についての文献検討を行うととも

に、指定研修機関において研修指導にあたる看

護職、医師及び研修修了者、計 15 名を対象に、

個別に半構造化面接を実施した。 

1



  

 先行研究においては、特定行為研修受講によ

り看護実践能力の向上が示唆される研究がある

ものの、能力向上と特定行為研修の要素の関連

について示す研究はなかった。また、看護実践

能力の定義は様々であるものの多側面の要素か

ら成り立つとされ、能力向上の要因として、ク

リティカルシンキング等との関連が示されてい

た。 

 ヒアリング内容の分析から、看護実践能力向

上の観点からみた特定行為研修について 6 つの

コアカテゴリー（A．特定行為研修により強化

される看護実践能力の要素、B．研修が効果を

上げるために必要な受講者の素養、C．特定行

為研修の活用のあり方、D．看護実践能力向上

に寄与している特定行為研修の内容、E．看護実

践能力向上に寄与するための特定行為研修の方

略、F．看護師の看護実践能力向上に向けた課

題）が示された。 

 A．特定行為研修により強化される看護実践

能力の要素は、【知識の再獲得】【知識と実践の

統合】【論理的思考】【思考プロセス】【判断】

【アセスメント】【リスクの認識】【看護師とし

ての責任】等 13 カテゴリーで構成された。ま

た、E．看護実践能力向上に寄与するための特定

行為研修の方略は、【研修の構成の明確化】【教

育の工夫】【演習】など 8 カテゴリーで構成され

た。 

 成果として、特定行為研修で強化された看護

実践能力は、「対象者の状態を的確に判断し、看

護を実践するプロセスに関する能力」「チーム医

療の推進に関する能力」「看護師としての責任の

自覚」など広く看護師に能力向上が求められる

内容であることが示唆された。 

 看護実践能力の向上に寄与していた学習プロ

セスは、知識を実践に統合させることを強化す

るプロセスであり、【教育の工夫】において、演

習・実習による個別の事例や対象者に向き合わ

せた考える研修の実施などが示された。このよ

うな教育の工夫を基礎教育及び継続教育に活用

することで、看護師の実践能力の向上に寄与す

ることが期待される。 

 具体的には、基礎教育において、専門基礎分

野で得られた知識を、各看護学等の演習や実習

において、実践と統合していくことを促進する

教育方法の推進がある。また、早期の段階で論

理的思考の強化が重要であることも示唆され

た。 

 一方継続教育での活用では、本研究の対象者

は総じて、特定行為研修の共通科目が、看護師

の実践能力向上に有用であると評価していた。

このため、広く看護師の看護実践能力向上に活

用するためには、現在の特定行為研修の枠を超

えた形で共通科目のみの研修を創設するなど、

共通科目の受講を促進する方策を講じることも

有用である。また、研修が効果を上げるには、

研修の構成や指導体制などが重要な点であると

ともに、受講生の所属施設においても日ごろの

実践の場面で育成に向けて働きかけることが重

要である。
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